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第１款

第１款

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第７条第１号中「180,673 千円」を「157,432 千円」に

　ろによる。

市第152号議案

　　　令和７年度横浜市埋立事業会計補正予算（第１号）

　（総　則）

第１条 令和７年度横浜市埋立事業会計の補正予算は、次に定めるとこ

　（収益的収入及び支出）

第２条　予算第３条の収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

　　（科　　目） （既決予算額） （補正予算額） （計）

　第１項 営 業 費 用 2,042,324千円 △13,281千円 2,029,043千円

支　　　出

完 成 土 地 費 用 2,326,444千円 △13,281千円 2,313,163千円

　（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額「14,885,150 千円」を「14,875,190 千円」に改め、資本的支

　出の予定額を、次のとおり補正する。

　　（科　　目） （既決予算額） （補正予算額） （計）

　第１項 埋 立 事 業 費 1,105,850千円 △9,960千円 1,095,890千円

支　　　出

資 本 的 支 出 20,725,850千円 △9,960千円 20,715,890千円

　改める。

　　　令和８年２月10日提出

横 浜 市 長   山   中   竹   春
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　　　提　案　理　由

　人件費を補正したいので提案する。




